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入札・契約制度の透明性確保等に関する
アンケート調査について

１．はじめに
　国土交通省においては、平成17年４月
の「公共工事の品質確保の促進に関する法
律」の施行以降、総合評価方式の適用拡大
を図り、平成20年度からは原則実施に至っ
ております。このような中、国土交通省で
は、入札・契約制度等の透明性確保に関し
て発注機関・関係業界の方々より意見を伺
うとともに、広く国民の皆様から質の高い
意見・要望等をお聴きし、今後の公共事業
の品質のさらなる確保・向上を図る際の参
考とすることを目的として、平成22年10月
～ 11月の期間に、入札・契約制度等の運
用に関するアンケート調査を行いました。
本稿においては、アンケート調査の結果の
うち、その主な内容について紹介します。
　
２．アンケート調査の対象者と内容
　対象者と回答状況は表−１のとおりで
す。発注者（国土交通省地方整備局等・都
道府県・政令指定都市）及び応札者（建設
企業）に対しては、調査票を発送させてい
ただき、ご回答いただきました。また、一
般の方々からも意見・要望をお聴きするた
め、インターネットを通じて意見（WEB
アンケート）を伺い、ご回答いただきまし
た。WEBアンケートによるご回答を頂い
た方の属性等の状況については表−２のと
おりです。
　アンケートの主な調査内容は、「総合評
価方式の導入効果」、「総合評価方式に対す

る改善要望（問題認識）」、「総合評価方式
の透明性の確保等に関する取り組み」等に
関するものです。
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表－１ 対象者と回答状況

区分 回答者数

国土交通省地方整備局等 10注1）

地方公共団体
都道府県 47

政令指定都市 19

建設企業

(社)全国建設業協会 225

(社)日本土木工業協会 89

(社)日本道路建設業協会 45

(社)日本橋梁建設協会 35

(社)プレストレスト・コンク
リート建設業協会

20

WEBアンケート（一般の方々） 下表に内訳を
記載

716

注1）10地方整備局等の他に、工事発注を行っている全ての事務所から
回答があり、以下の分析については、国土交通省の回答数に事務
所からの回答数を含めた

表－２ WEB アンケート回答状況

属性 回答数 備考

会社員 581 うち、建設関係企業が
559

自営業 31 うち、建設関係企業が
28

公務員 78
大学・研究機関の研
究者 5 土木・建築関係

学生 1 土木・建築関係
主婦 1
その他 11
無職 0

（記入なし） 8
WEBアンケート 計 716
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３．アンケート調査結果（主な内容）
3.1　総合評価方式の導入効果について
　総合評価方式の導入効果についての回答
結果を図−１に示します（「発現が認めら
れる効果」または「今後発現が期待され
る効果」と回答された割合を示していま
す）。総合評価方式の導入効果として、発
注者・建設企業ともに【１】不良工事の減
少、【３】競争の促進、【４】談合の防止の
割合が高く、【１】の中でも、【１−３】工
事成績の向上、【１−４】企業による品質
管理体制の確立が高い評価を得ています。
また、平成20年度にも同様の調査を行っ
ていますが、その調査結果と比較すると、

【１】不良工事の減少、【７】説明責任の向

上、【10】新技術の活用の割合が高くなっ
た一方、【３】競争の促進、【９】現場精通
度等の向上の割合が低くなっています。

3.2　総合評価方式に対する改善要望（問
題認識）について

　総合評価方式に対する改善要望（問題認
識）についての回答結果を図−２に示し
ます（「改善要望として特に重要」または

「改善要望として重要」と回答された割合
を示しています）。総合評価方式に対する
改善要望（問題認識）として、発注者、建
設企業ともに【２】技術提案の評価・審査
の割合が高くなっています。また、発注者
からは【１】手続きに伴う時間・事務費用

図－１　総合評価方式の実施に対する効果

図－２　総合評価方式の実施に対する改善要望
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の割合が高い一方、建設企業からは【３】
評価結果の公表、【７】地元企業の受注機
会の拡大の割合が高くなっています。3.1
と同様に平成20年度の調査結果と比較する
と、【２】技術提案の評価・審査の割合が
高くなった一方、その他の項目については
割合が減少しています。ここで、平成20年
度の調査結果と比較して割合が高くなって
いる「技術提案の評価・審査」に関する問
題認識の具体的な内容を整理したものを、
図−３（国土交通省）及び図−４（建設企
業）に示します。国土交通省及び建設企業
のどちらの回答においても、具体的問題認
識として「評価手法・評価基準を統一すべ
き」旨の意見の割合が高くなっています
が、平成20年度と比較してポイント数が減
少している結果となっています。

　
3.3　透明性の確保等に関する現在までの

取り組みについて
　現在までに実施されてきた総合評価方式
における透明性の確保等に関する取り組み
に対する期待の割合を図−５に示します。
これまで一般競争入札の拡大などの対策を
講じ透明性の確保等に取り組んできました
が、加えて平成22年度からは「技術提案の
評価（採否）の通知」や「問い合わせ窓口
の設置」を実施することとしました。それ
らについて評価を伺った結果、「これまで
に講じてきた対策（透明性の確保）」につ
いて高い評価を得られているとともに、新
たに取り組みをはじめた「技術提案の評価

（採否）の通知」や「問い合わせの窓口」
についても、発注者だけでなく、建設企業
からも高い評価を得られているとの結果と

H22 84 H20 89

H22 69 H20 135

図－３　「改善要望として特に重要」とした回答者の ｢技術提案の評価・審査｣ に関する具体的意見

図－４　「改善要望として特に重要」とした回答者の ｢技術提案の評価・審査｣ に関する具体的意見
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なっています。

４．まとめ
　総合評価方式の導入効果については、発
注者・建設企業ともに多くの項目で高い評
価を得られているとともに、これまでの透
明性の確保等に関する取り組みについて
も、高い評価を得られています。その一方
で、総合評価方式の運用については引き続

図－５　取り組みに対して「期待できる」または ｢少し期待できる｣ とした回答者の割合

き改善要望が出ており、特に、建設企業側
から技術提案の評価・審査について「評価
手法や評価基準の統一が必要」旨の改善要
望が依然として高く、「評価した項目、加
点内容・理由等を通知・公表すべき」など
改善の必要性も挙げられていることから、
更なる透明性の確保に向けて改善策を検討
してまいりたいと考えております。


